
 
リンク１ 

（設備法令適用ガイド、RIM plus の活用例）  
 
消防法上の危険物に対する消火設備の設置基準に関する規制を知るには？ 

 Web 上で調べるにしても各種の資料がヒットし、なかなか体系的に整理されておらずスムーズに

理解することができないのが現実である。実際、危政令の第 20条（消火設備の基準）で規制されて

いることが分かっても、規制文面だけから規制内容を具体的に知り得ることは困難である。 

 
設備法令適用ガイド（危政令）を使ってみると！ 

 目次 3.1.2「製造所」に関する規制・基準等 5 消火設備 5-1 消火設備の設置基準をクリックすると

具体的な規制、基準が示される（法令で規定されていることを具体的に整理して記述している）と同

時に、該当法令条項等の欄でどの法令 で規定されているかを知ることができ、規制する法の体系

を知ることができる。⇒体系を確認するには RIM plus を開けば、法令を確認することができる。 

 
RIM plus を使ってみると！ 

危政令第 20 条（消火設備の基準）をクリックすると、 

 

RIM plus では法令を単に記述しているだけでなく、リンク機能を駆使して具体的な規制内容をこの

画面から知り得ることができるように配慮されているので、 

総務省令で定めるもの⇒危規則第 33 条にヒット 

総務省令で定めところ⇒危規則第 33 条第 2 項にヒット 

別表第５⇒危政令別表第 5 にヒット 

具体的規制内容が確認できる 

※ 


